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予防接種予防接種予防接種予防接種におけるにおけるにおけるにおける定期接種定期接種定期接種定期接種、、、、任意接種任意接種任意接種任意接種のののの意味意味意味意味    
   今まで定期接種、任意接種について詳しく説明してこなかった事を深くお詫びいた

します。 

定期接種定期接種定期接種定期接種とはとはとはとは    

  予防接種法に基づいて、市町村の責任において行われるものです。対象予防接種の種

類、接種年齢も決まっています。対象年齢をはずれて、接種されたものは、定期接種

とはみなされません。例えば、MRワクチン 1期は生後 12ヶ月から 24 ヶ月と決まっ

ています。8ヶ月で保育園に入園するので、それ前にMRワクチン接種を希望するとし

ます。6ヶ月以降なら接種は可能ですが、これは定期接種でなく、任意接種の扱いにな

り接種費用は全額自己負担です。1歳半でもう一度定期接種としてのMRワクチン接種

が必要です。住民票のある市町村以外での接種も任意接種となってしまいます。 

   定期接種は公費負担で無料となっていることが多いのですが、法律上定期接種は無

料にしなければいけないと決まっているわけではありません。一番大きな事のひとつ

には接種する医師の責任の問題があります。万が一、接種したこどもに異常事態が起

こり、後遺症を残した、死亡した等ということが起こりえます。その場合、期限切れ

のワクチンを接種してしまった。BCGを誤って皮下注射してしまった。アレルギーの

問診が明らかに不十分であった等、接種医師に明らかなミスがなければ、接種医師は

責任を問われることはありません。 

   被害にあわれた方は予防接種法に基づく、予防接種健康被害救済制度に基づく救済

を受けることが出来ます。昔はこの救済の基準が非常に厳しく、救済が認められず、

多くの予防接種裁判が闘われてきました。それが、余計に予防接種は危険なものとい

う印象を与えてきた面があります。予防接種反対の会を生んできたように思います。 

   最近では、国も方向転換して、因果関係にこだわり続けるより救済の方向に向いて

います。手続きは殆ど市町村でやってくれます。給付内容は別紙の如くです。裁判を

起こす時は国を訴える事になります。 

   今問題になっているのは、定期接種が受けられるのは住民票のある、市町村に限ら

れている事です。市町村をまたいでの、県をまたいでの相互乗り入れが求められてい

れます。手続きを踏めば、接種費用は全額自己負担となるものの、定期接種と認めら

れ、予防接種法に基づく、予防接種健康被害救済制度を受けることが可能になってき

ています。勿論この手続きは接種前に必要です。 
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任意接種任意接種任意接種任意接種ととととはははは 

  予防接種法に定めのない、予防接種です。この場合厳密には三つの場合があります。 

1))水痘、オタフクカゼ、小児のインフルエンザで使用されるワクチンは厚労省で認

可された国産ワクチンですが、定期接種として認められていません。 

2)定期接種に含まれている麻疹風疹混合ワクチン、DPT であっても、対象年齢から

外れて接種がおこなわれた時は任意接種となります。 

3)もともと、厚労省が認めていないワクチンなどを海外から個人輸入して接種を行う

場合です。 

４）新しい任意ワクチンとして、Hibワクチン(Act-Hib)、肺炎球菌ワクチン(プレバ

ナー７),子宮頸がん予防ワクチン(サーバリックス)が始まりました。 

  1),2),4)の場合、重篤な健康被害を受けた時には、独立行政法人医薬品医療機器総合機

構に基づく救済を受けることになります。給付内容は定期接種の国の給付に比べると

かなり低くなります。又そのための手続きは、自分でおこなわなければなりません。

必要書類も多くかなり複雑なものと思います。これで不満であれば、接種医師に対し

て説明不足で裁判で損害賠償請求を行うことになります。 

3)の場合は何の補償もありません。しいて言うなら接種前の説明不足で、接種医師に、

対して、損害賠償請求裁判を起こすしかありません。 

 

 以上定期接種、任意接種には大きな意味、大きな違いがあることを御理解下さい。 
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以下定期予防接種での被害の場合と、任意接種での被害の場合での補償の相違を表をみて

よく御確認下さい。 

 

 

 

 

 

 





 





予防接種健康被害者 　 認定者数

（ 平成２０年末現在）

給付区分 医療費 障害児養育年金 障害年金 死亡一時金
合計

ワクチン 医療手当 １ 級 ２級 計 １ 級 ２級 ３級 計 葬祭料

  人 人 人 人 人 人 人 人 人 人

痘そう 42       1 20 53 25 1 98 34 274

Ｄ 1         1   1   2

Ｐ         1 1 1 3 1 4

Ｄ� 35               1 36

ＤＰ 3       1 5 9 1 25 6 34

ＤＰ� 1 59 5 2 7 1 5 1 4 4 33 1 5 21 4

ポリ オ 30 1 1 2 1 3 1 9 29 40 88 7 1 38

麻しん 1 03 4 2 6 1 2 3   1 5 1 4 1 38

ＭＭＲ 1 ,030 0 1 1 3 2 1 6 3 1 ,040

風しん 60               2 62

インフルエンザ（ 臨時） 94       9 6 5 20 1 8 1 32

（ 定期 ） 9                 9

日 本脳炎 1 25 5 4 9 9 1 0 6 25 5 1 64

ワイル病                    

腸チフス・ パラチフス                 1 1

ＢＣＧ 41 8         1 1 2 1 421

コ レ ラ                    

                     

合計 2,1 1 2 1 5 21 36 203 1 29 84 41 6 1 08 2,672

（ 注） １ 死亡一時金・ 葬祭料に係る死亡を認定した者であり 、 かつ 、 他の給付区分に係る疾病・ 障害を認定した者は、 死亡一

時金・ 葬祭料欄にのみ計上。

２障害年金に係る障害の認定をした生存者であり 、 かつ 、 他の給付区分に係る疾病・ 障害をした者は、 障害年金欄にの

み計上。

３障害児養育年金に係る障害を認定した１ ８歳未満の生存者であり 、 かつ 、 医療費・ 医療手当 に係る疾病を認定した者

は、 障害児養育年金欄にのみ計上。



予防接種健康被害救済認定者数の H19 年末と H20 年末を比べてみると、H20 年１年間の

認定者数がわかることになります。 

 BCG  ３３人 重症例は無く全員医療費医療手当です 

 ポリオ  ６人  障害児養育２級１人、障害年金３級２人 

          医療費医療手当３人 

 DPT   ５人  障害年金２級１人、 医療費医療手当４人 

 麻疹   4人  医療費医療手当４人 

 MMR     少し難しいです。障害年金１級は３人増加し、医療費医療手当は２人減少し 

      て、全体数では、１人の増加です。 

 風疹   ２人  医療費医療手当２人 

 ＤＴ   ２人  医療費医療手当２人 

 日本脳炎 少し難しいです。死亡一時金が１人減少し、障害年金１級が１人、３級が 1

人 増加し、医療費医療手当が１人増加で全体では２人増加しています。 

 インフルエンザ  医療費医療手当が１人増加です。 

 

この数字は平成２０年にこれだけの予防接種健康被害があったというものではありません。 

あくまで新たに認定された数です。ＭＭＲはもう５年以上前に中止となっていますので今

回やっと認定されたということになるのでしょうか。日本脳炎で死亡一時金埋葬料が１人

減少しているのはおかしいと思いますが、確認しようもありません。 

 最後に平成２１年９月３０日に行われた認定審査会の資料を提示します。 

以上の資料から、皆様は予防接種の安全性について、どう評価されるでしょうか。 

任意接種である水痘、おたふくかぜワクチンの健康被害については、今現在資料を探し

ている段階です。 
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